
聞
わ
れ
る
大
学
教
育
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「建
国
ノ
体
｝

今
週
の
日
曜
日

（２
月
１１
日
）
は

「建
国
記
念
の
日
」
で
あ

っ
た
。
「国

民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
」
は
、
こ

の
日
を

「政
令
で
定
め
る
日
」
と
し

「建
国
を
し
の
び
、
国
を
愛
す
る
心

を
養
う
」
と
規
定
す
る
。

明
治
８

（１
８
７
５
）
年
、

壼
ヱ

憲
政
体
ノ
詔
書
」
が
布
告
さ
れ
、
翌

年
に
は
憲
法
草
案
の
起
草
を
命
ず

る
勅
語
が
発
せ
ら
れ
た
。
こ
の
勅
語

に
は

「我
建
国
ノ
体
二
基
キ
広
ク
海

外
各
国
ノ
成
法
ヲ
斜
酌
シ
以
テ
国

憲
ヲ
定
メ
ン
ト
ス
」
と
書
か
れ
て
い

る
。
こ
こ
に
は

「建
国
ノ
体
」
と
い

う

「特
殊
日
本
的
な
要
素
」
と

「海

外
各
国
ノ
成
法
」
と
い
う

「並
旦
遍
的

要
素
」
と
の

「対
抗
」
が
見
ら
れ
る

（樋
口
陽

一
『憲
法
』
）
。
そ
し
て
、

こ
の

「対
抗
」
は
、
そ
の
後
も
日
本

社
会
を
貫
く

一
大
問
題
で
あ
り
続
け

る
。□

民
族
固
有
の
法
制
度

明
治
２２

（１
８
８
９
）
年
の
紀
元

節
の
日
、
大
日
本
帝
国
憲
法
が
公
布

さ
れ
た
。
明
治
憲
法
と
も
呼
ば
れ
る

日
本
最
初
の
憲
法
典
で
あ
る
。
翌
年

に
は
民
法
・商
法
が
公
布
さ
れ
た
が
、

法
典
論
争
が
起
こ
り
、
帝
国
大
学
の

初
代
憲
法
学
教
授
で
あ
っ
た
穂
積
八

鰊 ⑪鶉

川口短期大fl'召 秀明

こども学科長教授

多
多
⑪
毎

ク

東
は

「民
法
出
テ
テ
忠
孝
亡
フ
」
と

題
す
る
論
文
を
発
表
す

・
る
。
穂
積
は

「我
固
有
ノ
国
俗
法
度
ハ
耶
蘇
教
以

前
ノ
欧
羅
巴
卜
酷
相
似
タ
リ
」
と
指

摘
し
「耶
蘇
教
以
前
ノ
欧
州
ノ
文
化
」

に
着
目
す
る
。
彼
は
キ
リ
ス
ト
教
以

前
の
コ
ー
ロ
ッ
パ
に
「固
有
ノ
法
制
」

が
あ
っ
た
こ
と
を
一有
破
し
た
の
で
あ

る
。穂

積
は
留
学
先
の
ド
イ
ツ
で
歴
史

法
学
派
の
思
想
に
触
れ
、
大
き
な
影

響
を
受
け
た
。
法
の
歴
史
的
性
格
を

重
視
す
る
と
と
も
に
、
法
を
民
族
文

化
全
体
と
の
関
連
に
お
い
て
と
ら
え

よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
法
を
ヽ
普
遍
性
に
重
き
を
置
く

の
で
は
な
く
、
地
域
性

・
歴
史
性
を

重
視
し
て
考
究
す
る
考
え
方
で
あ

る
。日

平
成
の
改
革
と
大
学

わ
が
国
は
平
成
の
時
代
に
、
き
わ

め
て
重
大
な
法
改
正
を
行

っ
た
。
会

社
法
の
制
定
、
そ
し
て
民
法

（債
権

関
係
）
の
改
正
で
あ
る
。
そ
し
て
、

法
曹
養
成
制
度
の
あ
り
方
も
大
き

く
変
わ
っ
た
。
法
科
大
学
院
の
創
設

だ
。
こ
れ
ら
の
改
革
は
グ

ロ
ー
バ

ル
化
の
名
の
も
と
に
行
わ
れ
た
。
法

の
普
遍
性
に
立
脚
し
た
改
革
で
あ

る
。こ

れ
ら
法
改
正
に
よ

っ
て
、
は
た

し
て
日
本
社
会
は
良
く
な

っ
た
の

か
。
非
正
規
雇
用
者
の
増
大
は
何

を
意
味
す
る
か
。
能
力
主
義
の
拡

大
は
、
社
会
を
人
を
ど
う
変
え
た
の

か
。

「
モ
ノ
言
う
株
主
」
の
功
罪
は

何
か
。
規
制
緩
和
の
も
と
司
法
制
度

改
革
は
成
功
し
た
の
か
。
平
成
を
「失

敗
の
時
代
■
と
言
い
切
る
吉
見
俊
哉

（
コ
半
成
時
代
』
）
に
反
論
は
可
能

か
。改

革
は
大
学
に
も
及
ん
だ
。
し
か

し
、
京
都
大
学
の
酒
井
敏
教
授
が
言

う
よ
う
に
、
大
学
の

「改
革
が
進
め

ば
進
む
ほ
ど
、
日
本
の
大
学
は
ど
ん

ど
ん
改
悪
さ
れ
て
い
る
」
。
大
学
生

は

「大
学
が
『知
識
を
教
え
る
授
業
』

だ
け
を
提
供
す
る
こ
と
に
不
満
」
を

持

っ
て
い
る
。
そ
の
輩星
示
に
は

「ア

カ
デ
ミ
ズ
ム
そ
の
も
の
に
対
す
る
反

感
や
不
信
」
が
あ
る
の
だ

（
『野
蛮

な
大
学
論
』
）
。

文
部
科
学
省
は

「令
和
の
日
本
型

学
校
教
育
」
を
担
う

「教
員
養
成
フ

ラ
ッ
グ
シ
ッ
プ
大
学
∵
制
度
を
創
設

し
、
２
年
前
に
国
立
大
学
４
校
を
指

定
し
た
。
〓
令
和
の
日
本
型
大
学
」

と
は
、
い
か
な
る
大
学
か
が
、
間
わ

れ
て
い
る
。
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蠅

年
４
月
か
ら
現
職
。
専
門
は
日
本
憲
法
史
。
共
著
に

「保
育
と
日
本
国

憲
法
」

（み
ら
い
）
、

「日
本
の
歴
史
を
問
い
か
け
る
」
（文
学
通
信
）

な
ど
多
数
っ
埼
玉
学
園
大
学
非
常
勤
講
師
。


